
6年を振り返って

はじめに- 大きな話と小さな話

3年生の皆さんは本 日,神奈川大学法科大学

院を卒業 されました｡夕方には修了のお祝い会

が行われます｡私 もあと数 日で専任教員の任期

を終えて退職 となります｡卒業する皆さんに,

このような機会を作っていただけたことに丸山

茂委員長その他の大学関係者に感謝 したい と思

います｡私は,創設からの6年間,神奈川大学

法科大学院で専任教員をつ とめてきました｡実

務家教員は交代 しますので,それぞれの実務家

教員がこの法科大学院でやったこと,や り残 し

たことを語 り残 してい くとい うことは,神奈川

大学法科大学院の歩みを記す上で意味のあるこ

とだろうと思います｡

レジメの ｢はじめに｣に書いた ｢大 きな話 と

小 さな話｣について述べ ます｡私は,1期生の

入学ガイダンス ･セレモニーでの教員挨拶で,

このロースクールは ｢小 さな体に大きな望み｣

を持 っていると話 しました｡小規模 ロースクー

ルではあるけれども,大きな望みを持 って教員

はやってい くので,ぜひみなさんも大きな望み

を抱いて学修に励んでほしい, とい う趣旨でし

たoその意味で本学の ｢大きな望み｣に私がど

うかかわってきたかをお話 しします｡それから

今 日のお話が ｢大きな話｣ と ｢小 さな話｣に及

ぶ とい うこともありまして,対比的にそれぞれ

の場所で ｢大きい話｣ と ｢小さい話｣ とい うの

が出て くると思います｡要は,神奈川大学法科

大学院での6年を2つの視点から振 り返 りたい

最終講義の日 2010年 3月 25日

場所 神奈川大学法務研究科 24号館 1階

問 部 俊 明

とい うことです｡

法科大学院の理想とその6年

まず,法科大学院がどこからやって来たかを

振 り返 ってみましょう｡私はこの法科大学院が

できる前,横浜弁護士会の関連委員会のメンバ

ーとして神奈川県内の法科大学院の創設準備に

関わっておりました｡神奈川県内では,横浜国

大の準備作業が先行 していました｡そちらの創

設の議論にも関わり,何度 も国大のキャンパス

に通 っていました｡ しかし,知人 ･友人のいる

神奈川大学の方に来ることになりました｡

1999年に始 まった司法制度改革審議会の議

論の中で ｢法科大学院構想｣が出てきました｡

法曹養成制度の大 きな転機が必要であるとの議

論が うね りのように展開されていました｡いわ

く,近頃の司法試験における論文試験の答案を

見てみると,同じような答案ばか りだ｡これは

予備校の教え方にかなり毒 されている｡こうい

う答案を見ていると,司法試験合格者の質を憂

慮せざるをえない｡こうい う議論が司法試験委

員の方々から語 られるようになっていました｡

従来の司法試験は一発勝負ですねOそれに合格

するとい うことはかなりパーセンテージの低い

チャレンジで,そのかわり何回でも受けること

ができる｡平等 と言えば平等だけれど,流れと

して,法学部を出て,あるいは法学部に通いな

がら司法試験予備校に通 う,いわゆるダブルス

クール化 とい う現象が当然のことのように進展
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していきました｡それでいいのか, とい う気運

が高まっていきました｡

他方で,司法制度改革審議会では,法の支配

を日本の隅々にまで及ぼす必要がある,今の法

律家の規模はそれに応えていない,従 ってもっ

と高い質の法曹を大量に輩出する必要がある,

とい った議論が行われていきました｡そうい う

ことから,法科大学院構想が急速に現実化 して

いきました｡そこでは,理想が語 られていまし

た｡振 り返 ってみると,①法理論教育 と実務の

架け橋 としての法科大学院｡(参一発勝負ではな

く,プロセスとしての法曹養成を行 う場 として

の法科大学院｡③多様なバ ックグラウンドを有

する人材を多数法曹に迎えて,法曹 としての教

育を行 う場 としての法科大学院｡こうい った理

想が語 られていました｡修了した人が司法試験

を受けたら,その7割から8割が合格するとい

う,ある意味で夢のような話が展開されていた

わけです｡｢本当か ?｣ と思いつつ,議論の推

移を追いかけていたわけです｡

危険性を指摘する声 も,もちろんありましたO

多様なバックグラウンドをもつ人材を法曹に受

け容れるようにすると言 うが,純粋末修者を3

年で合格するところまで到達させるとい うこと

は本当にできるのか, とい う指摘がありました｡

多様なと言った場合に2つあって,1つは法学

部以外の他学部出身者 とりわけ理科系の人,あ

ともう1つは社会人ですね｡そうい う人たちを

迎え入れて,合格 レベルまでもってい くだけの

教育力を,どれだけの法科大学院が持てるのか｡

そうい う教員がどれだけいるのか｡ とい うよう

な懐疑的な問いかけです｡

また,東京や大阪に大規模校が集中して しま

うのではないかとの危倶 もありました｡

弁護士の中には,修習期間の短縮や給費制の

見直 しを懸念する声が根強 くありました｡受験

生生活を送 っていた者からすると,合格後,司

法研修所に通って給料をくれることがとても嬉

しいわけです｡前期修習期間中にはソフトボー

ル大会がある｡検察教官は,前にちょっと言い

ましたけど,能を観に行こうとか言って,能楽

堂まで連れていって くれました｡それでも給料

もらえる｡そうい う間にはコンパがどれだけあ

ったことか｡寮生活を送る者にとっては,寮の

中での緊密な人間関係ができる｡総 じて,2年

間の研修所での生活は,その後の法律家人生に

とって ｢同じ釜の飯｣の仲間ができる生活なん

ですね｡戦後民主主義の土壌の中で,法曹一元

の実現を念頭に置 きながら制度設計 した司法研

修所であったわけです｡

ところが,そうい う戦後の伝統を切 り捨て,

研修期間を短 くし,法科大学院に純粋未修者を

招 き,3年の期間で合格 レベルまで持 って行 く,

しかも,これまで前期修習でやっていたことの

一部まで教えるとい う構想を作 った｡本当に,

未修者が合格 までい くのか｡変えない方がいい

ん じゃないの, とい うような意見が相当根強か

ったですね｡ しか し,審議会の議論は進み,令

格者を3000人 とする法科大学院構想がい よい

よ現実化 してい く｡そうい う中で手を上げる大

学が次々と出てきて,文科省が認可 し,教員の

募集が始まってい く｡懐疑論ばか り言っていて

も始 まらないだろうと考えました｡創設期の法

科大学院の中に入って働いてみたい と考えるよ

うになりまして,手を挙げた次第です｡

ここで, 日弁連の議論を紹介 します｡ 日弁連

では ｢法科大学院は何を目ざす場 とするのか｣

とい う議論をしました時に,2つのマインド,

7つのスキルとい うのを掲げたんです｡これは

その後, 日弁連の法務研究財団が認証評価の基

準にすることにもなって,それなりに法科大学

院の自己評価のところでわが校の教育 もこれに

従 って整理 しているとい うところも出て くるよ

うになっています｡

2つのマインドとい うのは,法曹 としての使

命感 ･責任感 と法曹倫理｡7つのスキル とうい

のは,問題解決能力,これがひとつです｡法的

知識,法情報調査能力｡3つ目が事実調査,辛

実認定能力｡4つ 目が法的分析,推論能力｡5

つ目は,創造的 ･批判的検討能力｡6つ目は,
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法的議論,表現,説得能力｡7つ目はコミュニ

ケーション能力｡こうい うものです｡

法科大学院の教育の場面で,これをどれだけ

やれてきたかとい うことが評価のポイントにな

る, とい う立場です｡

新司法試験が始まり,合格者が増えてはいき

ました｡ しか し,合格率は下がる一方で,昨年

は3割を切 りました｡司法制度改革審議会が打

ち出した ときの合格率が7割から8割で したか

ら,その目標の半分以下に低下 したわけです｡

しかも,昨年度は,合格者数までが減 ってしま

い ました｡予定では2400人 くらいの合格者が

出るはずだったのが,2000名ち ょっとぐらい

になった｡原因としては,合格者の質を落 とす

わけにはいかない とい う司法試験委員会の見解

がありますが,他方で日弁連が増員のペースダ

ウンを求める緊急の提言などをやったとい うこ

とが影響 していると言って間違いないだろうと

い う気が します｡

この6年間は,当初掲げた法科大学院の理想

が少 しずつ とい うか,次々にとい うか,摩耗 し

てい く6年でありました｡特に今,地方の小規

模校は存亡の危機に立たされていると言っても

過言ではありません｡｢編 された｣ とい ううめ

き声のようなものが耳に入 り,こびりつき,離

れない｡その事は,みなさんもごく身近な体験

として感 じているんだろうと思います｡

本学の実績から振 り返 ってみると,末修の合

格者 は 1期が2名,2期が4名,3期が3名,

合計で9名です｡既修の合格者が 1期 10名｡

これはす ごいですね,15人 しかいな くて約 7

割の合格率に達 している｡2期の既修が2名｡

3期の既修がゼロとい う状況｡年ごとに見ると,

2006年度 (平成 18年度)が4名｡1回目ですね｡

2007年 度 (平 成 19年 度)が8名｡2008年 度

(平成 20年度)が5名｡2009年度 (平成 21年

皮)が4名｡こうい うように推移 してきました｡

率直に言 って今,1学年で30人程度の学生

がいるけれども,2期以降はその中で受かるの

は 1割から2割 ぐらい とい う状況なんですね｡

9

おしいな,もう少 しで受かったとい う人がかな

りいるとい うことも事実で,そうい う人の点数

が少 し上がっていれば,この数字はがらっと変

わっていたはずなのですが,惜敗組が各年度に

かなりいる｡こうい う状況をどうしたらいいの

か とい うのは,去るにあたって私の最 も気にな

るところであります｡

転機となった ｢あの事件｣

法科大学院全体の6年を振 り返 ってみると転

機になったのはあの事件だとい う気がします｡

つ まり,新司法試験問題漏洩疑惑です｡2007

午 (平成 19年)のことで した｡ とてもけ しか

らん話です｡公平性 とい う点で司法試験 とい う

崇高な試験に泥を塗るような事件でした｡にも

拘 らず,この間題の処理がとても煮え切 らない

ような形ですんで しまったような気が してなり

ません｡あの事件の後,いっそう受験勉強-の

傾斜が進んだような気がします｡司法試験委員

がいない法科大学院には行 きた くない とい うよ

うな傾向が顕著になった｡あるいは裁判官,検

察官の出向教員がいない法科大学院には行 きた

くない とい うような傾向も進んだとの指摘 もあ

ります｡あいまって大規模校へのいっそうの傾

斜が進んだのではないか｡裏から言えば小規模

校から受験生が引いてい く流れができ,加速 し

てい ったような気がします｡

私は日弁連で地域司法計画の部会に所属 して

活動 しているので,その立場から言 うと,地方

における法科大学院の危機を感 じます｡司法制

度改革審議会意見書は,法科大学院の集中が生

じることを懸念する声に配慮 して,全国的な適

正配置の必要をうたいました｡その結果,多 く

の地方国立大学が法科大学院の設置に踏み切 り

ましたが,そうした地方の小規模国立校が軒並

み合格者数で苦戦 しているわけです｡鹿児島大

学,静岡大学,信州大学,琉球大学,筑波大学,

香川大学,島根大学 ･鳥取大学 (これは連合で

す)など,それぞれの地域では一流 と目されて

いる大学の法科大学院が苦戦をしている｡それ
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らの地方では,弁護士の数が少な くで,地元で

活動する弁護士を養成 したい とい う気持ちで法

科大学院を作 った ところばか りです｡

法科大学院制度の危機としての現在

つい先頃,2010年 3月 12日の朝 日新聞に報

じられた記事ですけれども,文科省が新年度か

ら法科大学院の評価に司法試験の合格実績 を追

加する, とい うことを発表 しています｡合格者

の数が少なければ,法科大学院の評価 もマイナ

スになる｡こうい った動 きを文科省自体がやる

とい うことになって しまっています｡転機 とし

ての ｢あの事件｣がもたらした合格至上主義の

弊害をさらに加速するような方針が取 られるこ

とにな りました｡合格者数による選別が国 レベ

ルで始 まっていて,地方の小規模校が危機にさ

らされている｡

法科大学院の危機 とい うのは,法曹養成制度

の危機を意味 します｡審議会意見書では法科大

学院は,法曹養成制度の中核であると書いてあ

りました｡つまり法学教育,それからその後の

司法試験,その後の実務修習,それらをプロセ

スとして見た場合に,そのそれぞれの場面で法

科大学院が中核 として関わって,発言をして,

リー ドしてい く｡法曹養成制度の中核 として法

科大学院 とい うものを見ていた｡ ところが,文

科省主導の選別,合格者数による選別 とい うよ

うなものが始まることによって,審議会意見書

が言 った,法科大学院を中核 とした法曹養成 と

い う議論が, とても陳腐化 して しまった｡理想

を胸に秘めて勉強 していい法律家になってい く

とい うェネルギーの源 となるはずの法科大学院

が,選別の対象にな って,び くび くしなが ら

日々を送るみたいな,そうい う妙な状況になっ

て しまっているのです｡

私は,大規模校,小規模校 とい う話 とは別に

適正試験の受験者数が減 っていることについて

危供を抱いています｡優秀で志の高い若者や多

様なバ ックグラウンドを持 った人材が,今や法

科大学院に見切 りをつけて来な くなっている｡

このことは東大であれ,早稲田であり,中央で

あれ,全国の法科大学院関係者が誰でも重 く受

け止めなければならないことだ と思います｡こ

れだけ適正試験の受験者数が減 って しまうと,

優秀な若者はどこに行 って しまったのだろう｡

そ う問いかけた くなるほどです｡若い時代に自

分の問題意識 を絞 って,自己形成のために費や

すのはとても大事なことで,そうい う場所 とし

て法科大学院はとても,有益なステージである

と思 うのですが,これだけ適正試験離れが進む

とい うことは, 日本社会全体にとって不幸なこ

とだろうとい う気が してお ります｡

法科大学院制度の危機をどのような枠組みで考えるか

法曹養成制度の危機は, 日本社会全般の危機

と関係 しています｡率直に言えば,危機は法科

大学院だけではな く,わが国の社会 も危機なん

です｡法科大学院は,浮 き足立つことなく,そ

の存在 を社会の中に捉え返 し,制度設計の修正

を提言 してい くべ きだと思います｡

審議会意見書は小泉改革が華やかなりし頃,

言葉を借 りれば,新自由主義が詣歌 している頃

に作 られました｡自由競争を活発にする｡国は

小 さくする｡行政改革で公務員を減 らし,規制

緩和 して,自由な競争を行わせることで活力が

出て くる｡自己責任 を各人が取れるような社会

にする｡そうい う中で事後救済型の社会がこれ

からやってきて,そこに法律家の需要の拡大 と

い うものがあって,法律家の増員が必要である

とい う国のグランドデザインが描かれていたわ

けですね｡

この6年で,長年わが国の社会を支えてきた

日本型雇用が破壊 されました｡その結果,貧富

の差が出てきて,雇用 も,家庭 も,地域 も壊 さ

れてきた｡いろんなところが壊れて,壊れて,

個人がバラバ ラになって,困った困った とい う

状態が進行 してきた 6年で もありました｡

今の経済状態は厳 しいです よね｡ 日本経済を

牽引 してきた トヨタがあのようなことになって

しまっているし,流通 とい うことでい くとデパ
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- トの閉店が相次いでいるし,新卒の就職がキ

ャンセルになった り,就職率が悪 くなった り,

非正規雇用者ががーん と伸びて,その待遇が問

題視 されていた り,家庭に目をやると子供に対

する虐待事件が じゃん じゃか出て きた り,離婚

が相変わらず増加 してい る｡自殺者がず っと3

万人 を越 えたままであるとか,暗い話が出て き

ていて, 日本社会は大丈夫なのか とい う声があ

ちこちで聞こえます｡問題山積で,暗い気持ち

にな ります｡国の財政状態 とい うことか ら見 る

と,破綻 に向けて進行 してい る とい う報道 も

日々されているわけです｡

政治家がこの状態 をどうや って打破 してい く

のか と政権交代後の実状を見回 してみて も,財

政危機 と政治不信が うずまいて,なかなか打破

の方向が見えてこない｡わが国の社会全体が今,

混迷 を極めています｡

そこで,こうした社会で法律家に何が期待 さ

れているかを考 えてみる必要があ ります｡法律

家 とい うのは社会的存在です｡法律は社会の産

物であるし,社会か ら自由にはなれないけれ ど

ち,事件処理 を通 じて社会をコントロールする

ことがで きる｡社会に影響 されなが ら,社会 を

統制 してい くことので きる社会的存在なのです｡

弁護士について言 えば,｢基本的人権 の擁護 と

社会正義の実現を使命 と｣ してい ます｡個々の

事件 を依頼 されて紛争解決にあたるとい う私人

ではあるけれ ども,個別 を通 じて普遍的な議論

をすることで公共的価値実現に向けて活動する

ことができます｡裁判官や検察官 もそれぞれに

個別事件 を通 じて公共的価値実現に向けて活動

する｡法律家 とい うのは,社会全体が どれだけ

混乱 し,社会正義が通 らない ような事例が横行

していて も,その弊害を是正できる職業人 と言

えます｡国が国 としてある限 り,法律家は,社

会に役に立つ ことができる職業だ と思い ます｡

先ほど,私は,法科大学院の危機や理想が裏切

られて きた とい う暗い話 をしましたが,この危

機 をわが国の社会の中で対象化すると,法曹の

働 きがいがある時代になって きているような気
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が します｡ これは居直 りではな く,原理的に考

えると指摘で きることがらであると思い ます｡

た しかに法科大学院は,厳 しい状態に置かれ

てい るけれ ども,｢有能な法律家 よ,多 く出で

よ｣ とい う社会の深部か らの声はあると思い ま

す｡市民のために働いて くれる法律家を必要 と

している社会的な需要はむ しろ増 えて きている

と確信 してい ます｡

今回の日弁連会長選と法科大学院

今回の日弁連会長選の話にな りますが,ご承

知の とお り,宇都宮氏が,新司法試験の合格者

数 を1500人にす るとい う政策 を掲げて,従前

の主流派 を破 って当選 しました｡最近,1500

で も多い,1000だ とい う決議 をあげた弁護士

会が出てきてまして, これか らどん どん出て く

る可能性がある｡ こうい う日弁連の新たな動 き

の中で,法科大学院はどうなるんだろうか とい

う疑問が湧いてきてい ます｡

｢地方の反乱が主流派 を破 った｣ とい う新聞

の見出 しが目立ちました｡その地方 とい うのが,

本当は弁護士が少な くて,需要に応 えていない

とい うところのはずです｡ ところが,現象的に

見 ると,地方の弁護士会が合格者 1000人の決

議 をして,宇都宮会長 を支持 している｡地方は

本当に足 りているのか, とい う問題｡そこに地

方における弁護士の存在様式の問題,いいかえ

れば,弁護士の目の暗 さを感 じて しまい ます｡

事務所 を構 えて,依頼者がや って くるのを待ち,

相談 を受けて裁判 を起 こしてい く｡そ うい うの

が従来型の法律事務所経営なんですね｡ ところ

が この 10数年,新 自由主義の政治によって,

貧富の差が激化 し,敗者 とい うか,路頭に迷 う

ような貧困層が増 えている｡本当であれば,そ

うい う人が法による救済を求めて法律事務所の

門を叩 くはずです｡ しか し,法律事務所の門を

叩 くとい うことがあまりない とい うのが実状で

す｡例外 としてあるのが,最近 テ レビCMに

た くさん出ている多重債務専門の法律事務所や

司法書士事務所ですが,好 ましいことではない
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と思います｡本当は雇用,会社,家庭の問題,

いろんな問題で悩んでいる人がいると思 うので

すが,そうい う問題を弁護士に言っても解決 し

てもらえるのだろうか,コス トが高いのだろう

とい うことで,なかなか法律事務所に声が届か

ない とい う状況がある｡そこに現実と,弁護士

の経営の仕方のギャップみたいなものがまだま

だあります｡私は地方の反乱 とい う形で宇都宮

氏を当選 させたエネルギーが,自分の地域の人

権状況や正義の状況の分析 (それは地域司法計

画 とい う運動になります)に向かってほしい と

考えてお ります｡事務所の経営を少 し変えれば,

弁護士の需要があるとい うことに気がつ くので

はないかとい うように思ってお ります｡

地方に行 くとい う可能性について言 うと ｢い

そ弁にどうぞ｣ とい うロは現状,なかなかない

ですけれども,新 しい方法 として,法テラスと

か,ひまわり基金法律事務所の所長に志願する

とか.神奈川でも始まりましたが,都市型公設

事務所の所員になるとか,そうい う選択肢がで

きてきました｡

新会長の政策が法科大学院に厳 しい風をさら

に強めて くることが予想されるだけに,その分,

法科大学院の側が意見を発信 してい くとい うこ

とが必要になって くるような気がします｡では,

どのような声を上げるかです｡私は,裁判官,

検察官への任官者が増えていないことへの批判

を強めることと給費制の堅持の運動を呼びかけ

ることだと思います｡これについては項を改め

て話 したい と思います｡

裁判官検察官任官者の大幅増員

今次の司法改革は,法の支配がわが国の隅々

にまで及ぶ ようにすることを基本理念 としてい

ました｡政治改革,行政改革を進める中でいわ

ば小さな国家への転換を図ってきたわが国が,

｢この国のかたち｣の再構築にかかる ｢最後の

かなめ｣ として位置づけた司法改革においでは,

反対に小さな司法から大きな司法への転換を打

ち出しました｡裁判官,検察官の大幅増員が必

要であること,そのための財政出動を積極的に

行 うべ きであることをうたいました｡法科大学

院制度を導入 しての法曹人 口の大幅増員を打ち

出した背景には,わが国の司法を強化 しようと

する決意表明が存在 していたことを忘れるわけ

にはいきません｡ ところが,今思 うと,審議会

意見書には不十分な点がありました｡司法を強

化 して,裁判官,検察官の大幅増員が必要であ

ることを強調 したものの,その目的は,裁判の

審理期間の迅速化に置いていました｡そのため

に,地方における ｢小 さな司法｣の実状を改善

するための裁判官,検察官の大幅増員とい う観

点が落ちていたのです｡ 日弁連は,90年代か

ら弁護士ゼロワンマップを発表 し,弁護士ゼロ

ワン地域の解消に向けてひまわり基金を作 り,

2000年か らは,過疎地に法律事務所 を作 る運

動を展開してきました｡その結果,弁護士ゼロ

ワン地域は大幅に解消 してきました｡司法需要

の掘 り起こしも行い,過疎地域の裁判所支部の

事件数 も増加 しました｡ ところが,相変わらず,

裁判官が常駐 しない地方裁判所支部がた くさん

あるのです｡例えば,水戸地裁麻生支部の事件

数は,管内に2つのひまわ り基金法律事務所が

できるなどしたために,民事事件の数が3倍に

増えました｡ しか し,麻生支部には裁判官は常

駐せず週に3日,水戸の本庁から通 って くる状

態が続いています｡また,千葉地裁佐倉支部で

は,管内人口の増加により民事事件が増えたた

めに,刑事事件を扱わないことになりました｡

佐倉支部は,成田空港を管内にかかえるために,

刑事事件が多 く発生 しているのに,刑事事件を

扱わないのです｡千葉県市川市にある市川簡易

裁判所 と同裁判所に併設 した千葉家裁市川出張

所は管内人口が爆発的に増加 し (市川市,船橋

市,浦安市で 120数万人)たために事件数が激

増 してい ます.弁護士数 も50人ほどにな りま

した｡ しか し,地方裁判所 ･家庭裁判所の支部

にはなっていません｡このような例は全国各地

にも見 られます｡法の支配を ｢あまね く国家,

社会に浸透｣ させようと司法改革の基本理念を
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立てたのであれば,地方における小 さな司法の

解消に向けて裁判官,検察官を大幅増員させる

ことこそ法曹増員の前提 と言わなければな りま

せん｡法科大学院は,審議会意見書からいえば

9年にわたって,地方における裁判官検察官不

足が解消 されていないことを指摘 し,地方の司

法基盤整備の拡充のための裁判官検察官増員の

必要性を強調 し,そのためにも新司法試験合格

者の増員を訴えるべ きだ と思います｡

給費制の堅持

適性試験の受験者数が減少 し続けているのは,

弁護士資格 を得ても就職先がない とい う実状に

加 えて司法研修所で受ける修習期間中の給与制

が本年 11月か ら廃止 されることになっている

ことにも原因があると思われます｡法科大学院

で学ぶために多額の金を使 った上で, さらに修

習費用を返済 しない といけない となると,法曹

資格 を得ることへの経済面か らのノ､一ドルが高

くなることは事実です｡この点については,す

でに各地の弁護士会が給費制の継続 を決議 して

いますが,社会の目は冷ややかのように見えま

す｡つまり,弁護士 とい う私人を養成するのに

どうして税金 を投入 しなければならないのか と

言 うのです｡この点,世論は明らかに,統一修

習のために税金を投入 して構わない とい う戦後

長 く続いてきた考え方 と違 ってきています｡

給費制問題は,弁護士をどのような存在 と見

るか とい う問い と深 く結びついています｡他方

で,財政危機に陥 りつつあるわが国において,

法曹養成 をすることにどれだけの公共的な意味

があるか とい う問い とも結びついています｡ 日

弁連の新執行部は,給費制の継続 を求める対策

本部を設置 し,運動を始めることを決めました

が,政府や世論を説得するのは容易ではない と

思われます｡法科大学院の側からの給費制を求

める情報発信が必要であると思われます｡また,

わが国の社会がどれだけの法曹を必要 としてい

るかについての研究 も必要です｡これらは, 日

弁連で議論 しているし, さらに深めるべ きこと
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ですが,法科大学院 も,これらの問いに答える

法社会学的,法制史的研究に取 り組むべ きだと

思います｡特に本学には,伝統のある法学部が

あるのですから,法学部の教員と協力 してこれ

らの研究に取 り組んではどうか と思います｡

神奈川大学法科大学院での6年

今 までは雑駁なが ら,｢大 きな話｣をして き

ました｡ここで,この法科大学院での6年,私

が何 を目ざしたか,について述べてみます｡ 日

本の弁護士の醇風美俗 として後輩を育てること

にかな り一生懸命やってきました.そうい うと

ころの延長線上に私の問題意識 もあ りました.

ロースクールができるまでは,修習生を迎えて,

その修習生をいい法曹に しようとい うので,4

ヶ月間一緒に動 き回ることをやってきていまし

た｡それが,新制度でプロセスとしての法曹養

成 をやるとい うのだったら,そこに入 って,自

分が実務家 としてやってきたことや,持 ってい

る問題意識をぶつけてやってみたいな, とい う

のが私のスタンスで した｡

このあた りは演習を振 り返 ってみたいのです

が,民事法演習Ⅳは丸山茂先生 とご一緒 しまし

たが,これは私にとって とても面白かったです｡

君たちにとっては嫌だっのか もしれないですけ

れども｡今家族をめぐる争いが とっても増 えて

いると思います｡自分が扱 った事件 を題材にし

て手 を加 えた問題 を出 してい ますので,私の演

習問題 をやる人はとてもヴィヴィッドな,今の

家族間題に触れることができただろうな, とい

う気はします｡

結婚,それから養子｡これは家族法の問題で

相続にもなるわけで,跡継ぎの問題｡やは りお

年寄 りが寂 しくで,不安で,自分が築いた,あ

るいは夫から受けた財産 をどう次の世代に伝え

たらいいか とい うことをけっこう心配 している｡

そうい うところに, うまく接近 して,妻や養子

になった りする手続 をするが,実態を伴わない

ために,他の相続人 と紛争になるとい う話がず

いぶんあります｡わ りと短期間にそうい う話が
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出てきてい ます｡民事法演習 ⅠVのテーマの種

はつきない とい う気が します｡これらが判例化

するまでは時間がかかると思いますが,法律家

として腕 をふるうジャンル として,親族 ･相続

の話 とい うのは抜 きがたいテーマとしてあると

思います｡

民事法演習Ⅲの分野 (不法行為法) も私は演

習で担当 してきましたが,鶴藤倫道先生 と一緒

に重要判例を読んでいきました｡権利侵害から

違法性 とい う流れの中で,現代社会には,ぎり

ぎりの事例がずいぶん起 きています｡話す とケ

ースごとになって しまうので,やめますが,損

害賠償法の分野は実に多様なケースを生み出 し

ている｡脅 し脅 され,編 し編 され,そうい う世

の中になってきている｡そうい う中で生 きてい

くのは大変なんだなと｡普通の市民が家庭 を持

って,仕事を持 って,地域で暮 らして生活 して

い く中で,詐欺商法であった り,突然の侵入者

に襲われた り,これはネットとかも含めてです

けれども,不法行為ではないのか, と思われる

ような事例に遭遇することが増えている気が し

ます｡不法行為のジャンル とい うことも,これ

からい よい よ多彩な事件が出て くるような気が

します｡私自身は,この6年の間に医療過誤訴

訟の勝訴判決で2件新聞報道 されましたが,1

件は逆転敗訴 とな り,高裁の壁 を感 じさせ られ

ています｡

公法演習 Ⅰ (憲法)は矢 口俊昭先生 と一緒に

重要判例 を読んでい きました｡私は,政教分離

裁判 を10年かけて最高裁 まで行 った経験があ

るので,政教分離の判例 を2回やろうとした と

ころ,1期生の一部か ら異論が出て,法科大学

院における憲法判例の読み方,授業のあ り方な

どについて論争 したことがありました｡今 とな

ってほ懐か しいエピソードです｡

刑事実務については,私が扱 った刑事裁判を

なるべ く使 って教材 を作ることを心がけてきま

した｡刑事実務の授業では,刑事実務 と法理論

教育の架け橋 をやることを目標 とするのですが,

実体法の知識を前提 としているわけなので,そ

こが十分でない と,なかなか次のステージに行

くことは難 しい とい うことを感 じました｡すで

に指摘 したような法科大学院の危機の中で厳格

な成績評価が必須になってきています｡法科大

学院 とい うのは,法律家を養成する専門職大学

院ですから,卒業すればいい とい うものではあ

りません｡卒業することが同時に新司法試験に

合格するとい う水準に達する, とい うことを意

味 しているのだと思います｡卒業できた, され

ど司法試験には歯が立たない とい うのでは,早

位 を取得する,卒業するとい うことの レべノレが

低すぎるとい うことにな ります｡法科大学院を

卒業するとい うことは,司法試験に合格するレ

ベルに近い ところまでい っていない といけない｡

それが基本ではないか と思 うのです｡やは り法

科大学院の日々の学習を確実にして,次の段階

に進んでい くとい うことを暖味にしてはいけな

い気が します｡

法科大学院の危機に抗した ｢小さな｣実践

さきほど,転機 となった ｢あの事件｣ とい う

話 をしましたが,あの事件の直後に東京である

会合が開かれて,そこに私 も出ました｡当時の

ロー生がた くさん集 まっていて,その 1人が言

ったことが印象に残 っています｡ ドーピング検

査で黒 と出たら,有無を言わさず失格になる｡

だけどこの司法試験疑惑に関 しては,裁量があ

って,そこの受験生は失格にならなかった｡ も

っとドーピング検査みたいな厳 しさがあっても

いいのではないか とい うようなことを言 ってい

ました｡ ドーピングに払っかかる場合 も,本人

がそれ と知 って飲む場合だけではな くて,周 り

が渡 して くれた物が禁止薬物であったためたま

たまひっかかったものを含めて,結果が出たら

アウ トになって しまう｡試験問題の漏洩疑惑の

件についても,学生の方は善意で受か りたい一

心で,その情報 を活用 したのかもしれないけど,

その結果特に合否には関係がなかった とい うこ

とにするのは,甘すぎる, と言 うのです｡あの

学校以外のロー生の発言です｡裁判 もや りたい
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くらいだけど,学生の身ではそうい うこともで

きない.そうい う地位にいることが とても残念

だ,弁護士さん,がんばって ください, とか言

われたのですが,具体的な行動はできませんで

した｡ しか し,このままではいけない と考えて,

法科大学院の受験への急傾斜が始 まった とい う

問題状況の中で,学生に私の問題意識 をぶつけ

たのが,2007年 10月 10日に開催 した田岡直

博弁護士の講演会で した｡宮古ひまわ り基金法

律事務所に所長 として赴任 して活躍 した若手の

弁護士を招いて,地方での弁護士の生き様 を語

ってもらった講演会には, とても多 くの学生諸

君が参加 して くれました｡講演の後に,当時の

阿部浩己委員長にも登壇 を願 って対論 をしてい

ただき, さらには会場 との質疑を通 じて,新 し

い弁護士像についての議論 を深めることができ

ました｡この企画は横浜弁護士会のメーリング

リス トも使 って宣伝 をした ところ,教員をして

いる弁護士の協力 もあって横浜国大からもそれ

なりの参加がありました｡横国ロー生のアンケ

ー トがまたおもしろかったのですが,自分のロ

ーではこうい う企画はあ りえない, とO神奈川

大学でこうい う企画があった とい うことはすご

いことだ と思 う, と｡これは皮肉と読むのか,

来てよか った とは書いてありました｡やはり,

｢あの事件｣の後の法科大学院の変化 を見 るに

付け,私 としては,理想を掲げてそれに向か っ

て,進んでい くとい うことを,この法科大学院

でや りたかったのです｡

私 は もうひ とつ,2008年 9月,横浜市で行

われた関弁連定期大会シンポジウムの実行委員

長をつ とめたのですが,プレシンポにおいて,

法科大学院の問題 を取 り上げまして,東京を含

めて,関東弁護士会連合会の管内,これにはい

わゆる関東に長野 とか,静岡 とか,新潟 とかが

含 まれるエ リアなんですけど,管内 1都 10県

にある法科大学院すべての法科大学院生を対象

とする大規模なアンケー ト調査を行いました｡

司法試験に合格 したら,将来 どこで働 きたいか,

地方に生 きたいか,なぜか, とい うようなアン
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ケ- トを取 りました｡法科大学院で学んでいる

学生諸君に弁護士会がメッセージを送 っている

よ, とい うのを伝 えたかったか らです｡予想以

上に地方で働 きたい と思 っている東京のロース

クールの学生が多いことが分か りました｡その

ことを東京で記者会見 した ところ,朝 日新聞が

その結果を全国版で報道をして くれました｡私

がこの6年間でや った仕事の学外的な仕事 とし

て,関弁連 シンポで法科大学院の学生アンケー

トを行 った とい うことは,それなりに大 きい も

のがあった気が します｡

｢小 さな実践｣の3つ 目は,学内法律事務所

設立の検討です｡丸山委員長 もこの方針には積

極的で して,教授会内に学内法律事務所設立準

備の委員会を立ち上げました｡私はその委員会

の責任者 として,全国の法科大学院のどれだけ

が学内法律事務所を開設 しているかを調査 し,

その中から猫協,筑波,岡山の各法科大学院の

学内法律事務所 を訪問 しました｡その上で,神

奈川大学法科大学院にも学内事務所 を作 るべ き

であるとの考えを確認するとともに,その意義

について抑 えてお く必要を感 じました｡

学内法律事務所 を作 る意義はふたつあると思

います｡合格 した卒業生の意識の問題 として,

明 らかな変化が生 じています｡少 し前 までは,

司法研修所同期のつなが りが一番だった｡ ロー

世代に入 ってからは, どこのローを出た, ロー

のつなが りとい うものが顕著になってきていま

す｡ここの卒業生合格者も,ここのローを出た

とい うことを覚えていて くれて,何か とい うと

駆けつけて くる｡そうい う愛校精神に満ちた卒

業生の合格者がい っぱい,い っぱい と言 っても

まだ21人ですが出て くる｡後輩 を育てること

の今 日的な実践のためには,卒業生が学内法律

事務所に関与 してそこで クリニックを展開す

る｡で, ロー生がそこで学ぶ｡そうい う拠点を

内部に作るとい うことは,今後の神奈川大学法

科大学院の構想にとって大 きい ものになるはず

だ と思 ってお ります｡

もうひとつは,就職問題です｡確かに新人弁
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護士を勤務弁護士 として採用する事務所が少な

くなってきているとい う問題があります｡だっ

たら, ロースクールで学内法律事務所つ くって,

弁護士人生をそこで始める場所を提供 しようと

い うことです｡本学は総合大学ですから,学生

や職員の数は多くいます し,卒業生 も多い｡地

域 とのつなが りもある｡地域密着型の法科大学

院を自認する本学が学内法律事務所 を持つこと

は,その理念の実践 となるはずです｡24号館

には実務家教員がいるわけですから,困ったら

実務家教員に聞けばいいので,いそ弁ではない

けれど,教員と学内事務所の弁護士が相談をし

ながら, とい うことができる状況にあるわけで

す｡卒業生合格者が自分の母校に帰 って くる時

に,拠点としての学内事務所があるとい うこと

の意味は大きいような気がしてお ります｡残念

ながら,今私は退職する立場になりましたので,

ぜひ,学内事務所を作 っていただきたい と思っ

ています｡

寂 しい気がしているのは,この間の経過の中

で,学内事務所を持 っている法科大学院が司法

試験の合格者数 とい う点で苦戦 しているところ

が多いことです｡では,どうしたらいいか, と

い うことについてですが,後任の担当者にゆだ

ねるしかありません｡

実務家教員としての反省

自分は実務家教員として,職責を全 うするこ

とができたのだろうかと考えています｡今 日,

米倉明さんの ｢法科大学院雑記帳｣を持 ってき

ているんですが (米倉 さんは,｢法学入門｣ と

い う定評ある教科書を書いてお り,私は以前,

横浜国大の 1年生に ｢法学｣を教えていた時に

その本 を使 ってい ました),この ｢雑記帳｣を

読んでいたら,教員が ｢してみせる｣ とい う部

分の重要 さと,｢してみせるところをしすぎて

しまうこと｣の危 うさ, とい うものの両方を書

いています｡やはり学生が自分で学ぶのが 8,

教員の関与が2くらいみたいにここではい って

います｡純粋未修者に対 しては,教員がしてみ

せる,こうやって,こうやって判例読むんだよ｡

こうや って ノー トは整理するんだ よ, とい う

｢してみせる｣部分が教員には必要ではないか,

とい うようなことを書いています｡

私は,本学の教員になる前,何名かの修習生

を受け容れてきましたが,修習生に対 して ｢し

てみせる｣ことの重要性を感 じていました｡い

ろんな経験を経ていろんな地方からやってきた,

初々しい と言えば初々 しい修習生が実務修習の

1年半を経ると実にた くましくなって司法研修

所に帰 って くると言われます｡実務修習がなぜ

修習生を法律家 らしく鍛えて くれるのか｡それ

は,現場の力,言い換えれば現場が持 っている

教育力だと思います｡弁護,民裁,刑裁,検察

の各現場が持 っているそれぞれの迫力｡それら

に触れることによって受け取るものは,座章で

は味わえない, しかもとても大きいものがあり

ます｡現場に関わることの重みから,修習生は,

学習に対する態度が変わって くる｡それぞれの

修習担当の教官は,修習生を意識 して ｢してみ

せ｣ているわけではありませんが,それぞれの

立場で実務を行 う姿が,修習生から見ると ｢し

てみせて くれている｣ ように映るわけです｡弁

護修習の場合,担当の弁護士が自分の事件で,

依頼者から事情を聴取 して書面を書いている姿

を見せる,あるいは,裁判所に行って,裁判官

につっこまれてそれに答えている姿を見せる｡

あるいは,証人尋問で証人に反対尋問をしてい

る姿を見せる｡そうした各場面で ｢してみせて

いる｣んですね｡自分がついた弁護士が法律家

としてまさに活動 している場面を見せている｡

さきほど米倉 さんが,これは研究者教員の言葉

ではあるのですが,教員が ｢してみせる｣ とい

う部分の重要 さを指摘 した と紹介 しましたが,

法律実務家が,実務修習で修習生にしてきたこ

とが,期せず して同じような教育をしていたこ

とに気付かされます｡

そうい うのを法科大学院で, どうい うように

できていたか, とい うことを考えます｡メイン

になるのは演習ですが,さっき言ったそれぞれ
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の科 目で実務家教員が ｢してみせて,｣ とい う

ところをどれだけできていたか｡刑事実務や民

事法演習Ⅳ (家族法)は自分がやった事件 を素

材に課題 を出していたので,自分はこうやった

とい うタネ明か しを最後にしていたのですが,

実務修習に比べれば,教室での ｢してみせて｣

なので食い足 りない とい うところはあっただろ

う, と思います｡

｢させてみて｣は起案 させてみて,その起案

を評価することになるのですが,教育力 とい う

点で見ると,この法科大学院でどれだけ私が,

実務家教員にふ さわ しいや り方で ｢してみせ

る｣ことをしていたか,｢や らせてみる｣ とい

うことができたかについては伍梶たるものがあ

ります｡民事法演習Ⅲや公法演習 Ⅰのように研

究者教員と一緒に重要判例を読むスタイルの授

業の場合,実務家教員らしい教え方 とは何かを

模索 し続けていた とい うのが実状です｡1審判

決から読んでい くことで,当事者の主張を要件

事実的に理解するように努めたこと,最高裁判

漢では,補足意見や反対意見にも目を配 り,同

じ事案について示 される多 くの意見を読み込ん

でい ったことを心がけていました｡やはり実務

家教員としては,法廷ではない演習室で, して

みせる,やってみろと言 ってさせてみて,それ

に評価 を加えるとい うことは容易ではありませ

んで した｡

贈る言葉- どう論文試験に対応したらよいか

では, どうしたらいいのか, とい う最後のと

ころにな ります｡ どうしたらいいのか とい うの

は,この法科大学院 としてこれからどうしたら

いいのか とい うことと,司法試験受験生 として

どうすればいいのか, とい う大きな話 と小 さな

話 とがあると思います｡前者については,私が

追求 した方向を引き続 きやってほしい と言 うこ

とになるので,それ以上は割愛 し,後者につい

て,本 日卒業を迎えた君たちに対 して,論文試

験にどう対応するか, とい うことについて話 し

たい と思います｡
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私が合格 した昭和 51年当時の合格率は2%

未満 しかな く,ずいぶん難 しい試験だった と思

い ます｡今は下が った とは言 って も, まだ20

数 %です｡今年 も下がる可能性はあって も20

%ではあるで しょう｡当時に比べ ると10倍以

上 も広 き門になっています｡そう考えて下 さい｡

しか し,論文試験に合格するには,それなりの

難 しさがあります.それでも,こつのようなも

のもあ ります｡聞きます と,本 日の卒業生の中

には,何回も旧試験の択一を受かっている人が

いるらしい｡ どうして論文試験に受からないの

か, と聞きた くな ります｡先ほどの米倉明さん

は ｢法科大学院雑記帳｣の中で, よい司法試験

問題 とは, とい うことを書いています｡何がな

んだかわけが分からない｡わざと論点が絡 まる

ように問題を作 って, どこに問題の所在がある

のか,いわゆる論点主義では当てはまらない,

枠におさまらない ような問題が司法試験の問題

としてはよい問題であると言います｡受験生に

は,肺分けをして自分な りの法律構成のところ

に持ち込んでい く能力を見たい と言 ってい ます｡

米倉 さんは民法の人ですから,民法の事例問題

について述べているのですが,おそらく他の科

目ついても同様に考えているので しょう｡実務

でもそうで して,何なんだとい う事案が多いO

ですから,米倉 さんの言 うことはうなづけます｡

そうだ とします と,論文試験に合格するために

は,提示 された事例 を自分な りの問題意識で整

理することじたいが評価の対象になるわけで,

整理する切れ味,自分の切 り口を評価 してもら

うとい うことになる｡論点にた どり着けば,そ

の論点についてはなん とか書けるはずです｡こ

れまで君たちは論点については勉強 してきたわ

けですから,そこにた どり着 くまでが勝負 と言

えるで しょう｡切れ味のある人材を取 りたい,

とい うことなんです｡論点にたどりついて,請

点か らその先, 事実の当てはめ,事実分析 を

当てはめるところは,水準の人は水準の論文を

書 く｡そこにいたるまでの事実を区分けして,

論点にたどり着 くまでの問題意識｡そこを工夫
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をしてみることが,合格の道のような気が しま

す｡

ちなみに,司法試験に合格するには,卒業年

度にその勢いで合格するのが一番だ と思います｡

卒業 して じっくり英気を養 って,自分な りの体

調 を整 えて,1年 ぐらい間をおいてから受ける

とい うのではだめだと思います｡本 日卒業 した

方が多いので,言いますけれど,卒業をしたこ

の勢いで司法試験にぶつかる｡やは り勢いがな

い と受からない気が します｡自分な りにタイミ

ングを整えて とかい うのではな くて,一回この

勢いでぶつかって,落ちるとしても肌身で壁を

感 じて,その壁の高 さ,堅 さを肌身で感 じてそ

の上で戦略を練 り直すことが大事のような気が

します｡首尾 よく受かるためにも,この勢いを

活用することが必要ではないか とい う気が して

います｡健闘を祈 ります｡
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